
平成１８年度第３回函館市戸井地域審議会議事録（要点） 

１ 日 時  平成１８年１２月１５日（金）１５時３０分～１６時００分 
２ 場 所  函館市戸井支所 第３会議室 
３ 出席者   

尾関 忠義 委員   宇美健次郎 委員   藤本 静夫 委員  
濱島 史子 委員   山路  榮 委員   館山 澄子 委員   
菊地真由美 委員   植野 範子 委員   吉田恵美子 委員 
木村  信 委員   古田 清一 委員   佐藤 孝昌 委員 
尾本 美恵 委員    成田 博満 委員   佐々木竜矢 委員 

 （事務局） 
     戸井支所長 吉澤  慶昭       

戸井副支所長 松田  正志 
戸井支所地域振興課長 佐藤  博史 
戸井支所地域振興課参事 池田 昭憲 
戸井支所地域振興課主査 松澤ゆかり 
戸井支所地域振興課主任 古一  政喜 
戸井支所住民サービス課長  林 秋男 

     戸井支所保健福祉課長 菊地 和郎 
戸井支所産業課長 久保田博司 

      戸井支所建設課長  岩船 秋男 
      戸井教育事務所長 水戸 保 
      戸井教育事務所副所長  山下 勝 
     戸井学校給食共同調理場長 藤崎 久男 
      企画部地域振興室長 梅田  誠治  

企画部地域振興室課長 佐藤 陽一 
企画部地域振興室主査 進藤 昭彦                
企画部地域振興室主任主事 池田  達也  

４ その他 傍聴者 なし  ・  報道機関 なし 
５ 議 事 
佐藤博課長 
 
吉澤支所長 
 
 
 

定刻になったので会議を開催する旨告げる。 
 
〔支所長あいさつ要旨〕 
・ 地域審議会委員の役割について 
・ 市町村合併の効果について～戸井マグロ船団による「函館」

の知名度を生かしたブランド名変更への取り組み，ガゴメや
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なまこの調査研究など市の水産振興策について 
・ 今後の地域づくりについて～行政と住民との協働・地域力の

育成） 
 
続いて，本日出席委員を紹介する旨告げる。 

 
〔各委員の紹介〕 
 
〔企画部地域振興室職員の紹介〕  
 
〔戸井支所職員・戸井教育事務所職員の紹介〕 
 
議事の進行について地域審議会の設置に関する規程第８条第

２項により，会長が議長を務めることになっているが，会長が決

まるまでの間，吉澤支所長が行う旨を諮る。 
 
（異議なしの声） 
 
本日の出席委員は，全員の１５名。地域審議会の設置に関する

規程第８条第３項の過半数以上の出席要件を満たしているので

会議を始める旨を告げる。 
これより会長が決まるまで進行を努めたい。議題１，函館市戸

井地域審議会の会長および副会長の選出について説明を求める。 
 
函館市戸井地域審議会の会長および副会長の選出については，

地域審議会の設置に関する規程第７条に基づき選出するもので

ある。選出にあたっては，委員の互選によるとなっている旨説明

する。 
 
会長および副会長の選出方法について諮る。 
 
会長に尾関忠義委員，副会長に宇美健次郎委員が再度努めてく

ださるよう推薦する。 
 
会長には尾関忠義委員，副会長には宇美健次郎委員に引き続き

努めてくださるよう推薦するとの声があった。他にないか諮る。 
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（なしとの声） 
 
会長には尾関忠義委員，副会長には宇美健次郎委員を選出する

ことに異議がないか諮る。 
 
（異議なしの声） 
 
会長には尾関忠義委員，副会長には宇美健次郎委員が決定し

た。これからの会議の進行については，地域審議会の設置に関す

る規程第８条第２項の規定により，尾関会長にお願いする旨告げ

る。 
 
〔会長就任挨拶要旨〕 
・責任が重くなると思うが再度会長を引き受ける。心して務めた

い。皆さんの協力をお願いする。 
 
議題２，前回の意見等の集約結果と取り組み状況について，事

務局から説明を求める。 
 
〔別紙資料により説明する。〕 

 
意見がないか諮る。 

 
（なしとの声） 
 
議題３，地域振興全般に関する意見交換をしたい。また，広域

的な視点で発言してほしい旨説明する。 
 
水洗化普及状況について，何割位の加入になっているか伺う。 

 
平成１８年４月１日供用開始時の水洗化対象戸数が１，１５６

戸。そのうち，申請受理した件数３５９件（３１％）である旨説

明する。     
 
高齢者の中で，先行き短いから水洗化しなくてもよいという考
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え方があり，義務として風呂・台所だけやるという話があるが如

何なものか伺う。 
 
下水道法により，供用開始から３年以内に水洗化することが規

定されている。罰則規定を設けたり強制はしていないが，３年以

内に水洗化してくれることをお願いしている。また，雑排水の接

続については，３５９件の他に６戸程受付している。これらの家

庭についても，早期に水洗化して頂くようお願いするように考え

ている旨説明する。 
 
「お願いするように考えている」ということですが，お願いし

たのでしょうか。 
 
３年以内という規程があることから３年以内に何回かお願い

するとともに，３年が過ぎた後も家庭訪問をしてお願いしていく

という委託体制をとっている。順次そのようにしていく旨説明す

る。 
 
無利子の融資については，３年以内に実施した場合使えるとい

うことではないか伺う。 
 
無利子の融資制度については期限がない。３年後でも５年後で

も，水洗化する場合は融資を受けることができるので，水洗化す

る際には利用頂きたい旨説明する。 
 
ガゴメ昆布の増産対策事業について，どのような状況になって

いるか伺う。 
 
この事業は３年間の試験事業であり，１７年から始まり１９年 
度までの事業である。今後については，現在，水産振興計画を作

成中であることから，継続して出来るのではないかと考えている

が，現時点では振興計画が議会の議決を受けていないこともあり

ご理解頂きたい。 
 
試験事業の結果がまだ出ていないのであれば，継続して事業を

実施して頂きたい。 
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今件について今後とも継続が必要であるということであれば，

漁業協同組合内できちんとした考え方を取りまとめて，要望事項

として強く打ち出して頂きたいと思う旨説明する。 
 
了承する。 

 
前回の審議会で，１０月７日・８日の低気圧による災害状況の

説明があったが復旧状況について伺う。 
 
低気圧災害の復旧状況について，前回の審議会においても概要

を報告したが，船揚場の斜路に落ちたテトラの撤去など早急に実

施しなければならない箇所については殆ど終了している。まだ復

旧していない原木地区の船揚場の陥没箇所については，冬場の実

施は工事に支障があるので，来年度実施で漁組と調整し，来年度

の予算要求をした。市道釜谷・小安線，護岸の先掘箇所は，１２

月議会に補正予算を要求しており議決次第，本年度中に実施する

予定である。個人の持ち物については，市が直に助成するとか補

助金を出すということにはならないが資金の借用等については，

漁協と連携をしながら進めたいと考えている旨説明する。 
 
他にないか諮る。 

 
（なしとの声） 
 
ありがとうございました。皆様から頂いた意見は，取りまとめ

後日報告する。その他に入るが，委員皆様から何かあるか伺う。 
 
（なしとの声） 
 
事務局から何かあるか伺う。 

 
次回の地域審議会は３月を予定している。日程・議題・内容等

については，正副会長と相談し決まり次第お知らせしたい旨説明

する。 
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事務局からの提案どおりでよろしいか伺う。 
 
（異議なしの声） 
 
他にないか諮る。 
 
（なしとの声） 
 
次回は３月開催を予定している，これをもって本日の会議を閉

じる旨告げる。 
 

 
本日はどうもありがとうございました。次回は，３月開催を予

定しているのでよろしくお願いする。 
 

 


